
今般、平成２０年度診療報酬改訂内容が公表されましたが、Mighty Checker に関連する内容について
解説致します。

１．明細書発行の義務化
・ ４００床以上の病院では、患者様の求めに応じて診療明細書の発行が義務化。

Mighty Checker の継続的な使用により、より信頼度の高い診療明細書作成が実現できる。
２．医師事務作業補助体制加算の新設
・ 病院勤務医の事務負担軽減のため、医師の事務作業補助員の配置割合に応じて、算定。
必要な情報が即座に容易に得られる検索辞書は、事務作業補助員の有用なツールとなる。

３．後発医薬品調剤体制加算の新設と処方せん様式の変更
・ 後発医薬品調剤率３０％以上の調剤薬局に後発医薬品調剤体制加算の新設、及び今後後発品
への変更がすべて不可の場合、処方せんに医師が署名又は記名・押印。
検索辞書で、該当医薬品に対する後発品が何か簡単に分かる。

１．明細書発行の義務化
・ ４００床以上の病院では、患者様の求めに応じて、以下のような診療明細書発行が義務づけられまし
た。

・ Mighty Checker の使用により、レセプト
の誤りを医師が認識することとなり、
継続的な使用により医療機関の
診療明細書は信頼度の高いものと
なります。

・ 実際に、ニュースレターVol.３で記載の
とおり、医師が患者様診察のたびに、
マイティーチェッカーにかけ、レセプト
内容を点検し、修正しているクリニック
があります。

具体的には、患者様ごとに電子カルテ
からレセプトデータをマイティー
チェッカーにかけ、レセプト内容を
チェックし、その結果を電子カルテに
反映しています。
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２．医師事務作業補助体制加算の新設
・ 病院勤務医の事務負担軽減のため、医師事務作業補助体制加算が一般病床に対する該当職員の
配置割合に応じて、算定されます。
・ 必要な情報が即座に容易に得られる検索辞書は、事務作業補助員の有用なツールとなります。

・ Mighty Checker PRO による、検索辞書使用例 （ニュースレターＶｏｌ．４で検索辞書を紹介）
　医薬品：ギャバロン錠１０ｍｇ　→　適応疾患の病名：筋萎縮性側索硬化症　をクリック

３．後発医薬品調剤体制加算の新設と処方せん様式の変更
・ 後発医薬品の使用促進のため、後発医薬品調剤率３０％以上の調剤薬局に「後発医薬品調剤体
制加算」が新設されました。また今後医師が後発品に変更を認めないとした場合のみ、処方せんに
署名等をすることとしました。
・ 検索辞書で、該当医薬品に対する後発品が何か簡単に分かります。
例）
　　医薬品名：オメプラール錠２０　２０ｍｇ

株式
会社 東京エーアイエス

〒112-0002 東京都文京区小石川２丁目２３番１１号　常光ビル
TEL: 03-5800-5911（直通）　　FAX: 03-5800-5910
e-mail: mity@tais.co.jp     URL: http://www.tais.co.jp

【検索辞書の医薬品詳細画面イメージ】

「オメプラール錠２０
２０ｍｇ」の類似薬品が
ここに表示。

【検索辞書の画面イメージ】

連鎖検索により、医薬品から同じ病
名の検査や処置などを調べることが
可能。

「後発」欄に後と記載
の医薬品が後発品。

項目のタブをクリックすると、病名
に適応する該当の情報が即座に
現れる。
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